
 

（別添６） 

訪看－1 

訪問看護療養費関係 

 

【機能強化型訪問看護管理療養費】 

問１ 機能強化型訪問看護管理療養費４が新設されたが、以下の取扱いについ

ては、機能強化型訪問看護管理療養費４についても同様となるのか。 

 「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成 30 年３月 30 日厚生労働

省保険局医療課事務連絡）別添５問 18、19、24、26 

 「疑義解釈資料の送付について（その１）」（令和４年３月 31 日厚生労働省

保険局医療課事務連絡）別添７問９ 

（答）そのとおり。 

なお、「疑義解釈資料の送付について（その１）」（平成 30 年３月 30 日厚

生労働省保険局医療課事務連絡）別添５問 24 において、「キにおける地域

の保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは、「保険医療機関」と、「人

事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関」とあるのは「保険医療機

関」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 

【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】 

問２ 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の事故発生

時の対応等（基準省令第 28 条関係）において、指定訪問看護に係る安全管

理のための基本的な考え方及び具体的方策等についての研修の受講が望ま

しいことが規定されたが、当該研修の内容は、具体的にはどのようなものが

あるか。また、訪問看護ステーションの従業者が当該研修を受講する際の留

意点はあるのか。 

（答）内容については、例えば訪問看護における医療安全の基本的な考え方（医

療安全に係る規定や事故発生のメカニズム、安全文化の醸成等）、事故発生

時の対応（当該利用者の家族や関係機関等への連絡、事故の状況及び事故に

際して採った処置に関する記録、損害賠償等）、再発防止策等を含む医療安

全に関する内容が想定される。以下の研修を参考にされたい。 

①公益財団法人日本訪問看護財団が厚生労働省「訪問看護における医療

安全に関する研修教材作成事業」（厚生労働省令和７年度看護職員確保

対策特別事業）により作成した研修教材を用いた研修 

②一般社団法人全国訪問看護事業協会が実施している「訪問看護におけ

る医療安全に関する研修会」 

訪問看護ステーションは、従業者が当該研修を定期的（年１回、新規採用

時を含む。）に研修を受講するよう機会を確保することが望ましい。研修を

受講した場合には、研修内容や研修受講状況を記録しておくこと。 

 

 



訪看－2 

 

 

【訪問看護情報提供療養費】 

問３ 訪問看護情報提供療養費１について、訪問看護ステーションが利用者の

同意を得て、利用者の居住地を管轄する市町村等又は指定特定相談支援事

業者等からの求めに応じて指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該

利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供することとされている

が、訪問看護ステーションの看護師等が、児童等である家族から介助や介護

等を日常的に受けている利用者であること等の状況を把握した場合、その

状況を含めて参考の様式を元にした文書に記載し情報提供してもよいか。 

（答）よい。 

 

【包括型訪問看護療養費】 

問４ 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間について、訪問看護の実施

時間が翌日にわたる場合にはどのように計上するのか。 

（答）原則としてそれぞれの日付に分けて計上するものであるが、日付変更後の

訪問時間が短時間の場合については、訪問を開始した日に合わせて計上し

ても差し支えない。 

 

問５ 包括型訪問看護療養費における訪問看護時間において、例えば家族が同

一の部屋に居住している場合で、連続して訪問看護を行った場合はどのよ

うに計上するのか。 

（答）訪問看護時間を双方に重複して計上することはせず、それぞれに実施した

看護の内容を考慮してそれぞれの訪問看護時間に分けて計上すること。 

 

【訪問看護遠隔診療補助料】 

問６ 利用者の居宅へ訪問し予定された訪問看護を実施し、訪問看護計画に基

づいた訪問看護を提供している時間帯に、利用者の状態に応じて緊急に情

報通信機器を用いた診療を実施した場合に別で訪問看護遠隔診療補助料を

算定できるか。 

（答）算定不可。訪問看護を実施している時間又はそれと連続する時間帯におい

て、情報通信機器を用いた診療の補助を実施した場合には、訪問看護基本療

養費又は医科点数表の「Ｃ００５」在宅患者訪問看護・指導料若しくは「Ｃ

００５－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料のうち該当するものを算

定する。 

 


